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「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する 

特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施 

に当たっての留意事項について」の全部改正等について 

 

このことについて、平成 27 年 9 月 9 日付け 27 消安第 3069 号及び第 3111 号をも

って、農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。 
このたびの通知は、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに

関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっ

ての留意事項について」の全部改正及び平成 27 年度における高病原性鳥インフルエ

ンザ等の防疫対策の強化について、別添のとおり都道府県知事あてに通知したので、

本会関係者への周知と都道府県の家畜防疫員による飼養衛生管理の確認のための立

入検査、定点モニタリング及び強化モニタリングの検査対象農場の選定等、円滑な防

疫対策の実施への協力を依頼されたものです。 

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
なお、同省では、上記指針とともに留意事項について、ホームページに掲載してい

るので、次のURLから参照ください。 

 

農林水産省ホームページ 

「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝

染病防疫指針」 



   

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/150909_hpai_gui
de.pdf 

 
 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 


































